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(57)【要約】
　本発明は、改善されたガラス基板、具体的にはＴＦＴ
ディスプレイを製造するためのガラス基板に関する。こ
の目的のために、本発明は、薄板ガラス基板、具体的に
はフラットスクリーンを製造するための薄板ガラス基板
を後処理する方法を提供する。基板は、少なくとも３．
２ｍ２、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の面積を有し
、当該基板は、少なくとも３．２ｍ２の表面積、好まし
くは少なくとも３．６ｍ２の表面積において、少なくと
も片面で材料を除去することによって後処理される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の
方法であって、前記基板は少なくとも３．２ｍ２の表面積、好ましくは少なくとも３．６
ｍ２の表面積を有し、なお、該基板は、少なくとも片面から材料を除去することによって
、少なくとも３．２ｍ２の表面積、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の表面積にわたって
後処理を施されることを特徴とする、板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製
造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２】
　前記基板は少なくとも１．７ｍ、好ましくは少なくとも１．８ｍの幅、及び、少なくと
も１．９ｍ、好ましくは少なくとも２メートルの長さを有し、該基板は、少なくとも片面
から材料を除去することによって、少なくとも１．７ｍ、好ましくは少なくとも１．８ｍ
の幅、並びに、少なくとも１．９ｍ、好ましくは少なくとも２メートルの長さから成る表
面積にわたって前記後処理を施される、請求項１に記載の板ガラス基板、具体的にはフラ
ットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３】
　前記材料の除去は、前記板ガラス基板を研磨することを含むことを特徴とする、請求項
１又は２に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス
基板の後処理の方法。
【請求項４】
　前記材料の除去は、研削による材料の除去、化学的な材料の除去、又は電気化学的な材
料の除去、具体的には、化学機械的研磨を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基
板の後処理の方法。
【請求項５】
　少なくとも１つの除去ツールは、前記基板の全長又は全幅にわたって、平行な直線の経
路によって該基板を通過し、前記経路は重なり合うことを特徴とする、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項６】
　前記経路は、該経路の幅の半分より多い分だけ重なり合うことを特徴とする、請求項１
～５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のため
の板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項７】
　前記基板は、平行な経路で該基板を通過する複数の除去ツールを用いて同時に処理され
ることを特徴とする、請求項５又は６に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリ
ーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項８】
　前記除去ツールは、蛇行するルートに沿って前記基板にわたって動かされることを特徴
とする、請求項５～７のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリ
ーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項９】
　前記経路を横切る成分を有する振動運動が前記除去ツールに加えられ、振幅は、前記振
動運動を用いずに前記基板にわたって動かされる前記除去ツールの前記経路の幅よりも小
さく、特に好ましくは、前記経路の幅の３分の１よりも小さいままであることを特徴とす
る、請求項７又は８に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のため
の板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１０】
　前記基板は、少なくとも１つの除去ツール、具体的には研磨ヘッドと平行に、進行方向
に沿って動かされ、前記除去ツールは、該基板にわたって、列の形態で前記進行方向に対
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して横に動かされることを特徴とする、請求項７～９のいずれか一項に記載の板ガラス基
板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１１】
　前記除去ツールは回転すると共に、前記基板を通過するときに、少なくとも回転軸が該
基板のエッジを越えるまで動かされることを特徴とする、請求項５～１０のいずれか一項
に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後
処理の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの軸を中心にして、具体的には前記基板の表面に平行な軸を中心にして
自由に枢動可能に取り付けられる除去ツールが用いられることを特徴とする、請求項５～
１１のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のため
の板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの枢動軸は、前記基板の前記エッジを通過するときに制止されるこ
とを特徴とする請求項１１又は１２に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリー
ンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１４】
　前記ツールの少なくとも１つのパラメータ、具体的には押圧は、前記エッジを通過中に
制御デバイスによって適合されることを特徴とする、請求項１１～１３のいずれか一項に
記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処
理の方法。
【請求項１５】
　うねりを有する基板は、前記後処理を施され、前記経路は、波形の長手方向の優先方向
に対して、好ましくは波形の長手方向の優先方向に対して少なくとも６０度の角度で横切
って延在することを特徴とする、請求項５～１３のいずれか一項に記載の板ガラス基板、
具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１６】
　最大で１．２ｍｍ、好ましくは最大で０．８ｍｍ、特に最大で０．７ｍｍの厚さを有す
る板ガラス基板が、前記後処理を施されることを特徴とする、請求項１～１５のいずれか
一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板
の後処理の方法。
【請求項１７】
　平均して最大で２０マイクロメートルの厚さ、好ましくは平均して最大で１５マイクロ
メートルの厚さ、特に好ましくは平均して最大で１０マイクロメートルの厚さを有する材
料が、前記後処理によって前記基板から除去されることを特徴とする、請求項１～１６の
いずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガ
ラス基板の後処理の方法。
【請求項１８】
　少なくとも、０．５マイクロメートル、好ましくは１マイクロメートル、特に好ましく
は２マイクロメートルの厚さを有する材料が、前記後処理によって前記基板から除去され
ることを特徴とする、請求項１～１７のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的には
フラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１９】
　前記後処理を施される面上の前記板ガラス基板の前記うねりは、１００ナノメートル未
満に、好ましくは５０ナノメートル未満に低減されることを特徴とする、請求項１～１８
のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板
ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２０】
　最大で２００ナノメートルのうねりを有する板ガラス基板が、前記後処理を施されるこ
とを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラ
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ットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２１】
　前記板ガラス基板は、前記材料の除去中に曲げられることを特徴とする、請求項１～２
０のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２２】
　前記基板の表面及び／又は体積の分析は、前記材料の除去の前又は該材料の除去中に実
施されることを特徴とする、請求項１～２１のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２３】
　前記材料のさらなる局所的な除去は、前記表面及び／又は体積の分析に基づいて、具体
的には記録される表面の不具合において局所的に実施されることを特徴とする、請求項１
～２２のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のた
めの板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２４】
　前記ガラス基板のうねりが記録されると共に、少なくとも部分的に、前記局所的な材料
の除去によって補正されることを特徴とする、請求項２３に記載の板ガラス基板、具体的
にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２５】
　前記板ガラス基板は、互いに隣接して配置され、特に、互いに独立して設定することが
できる複数の振動ツールで研磨されることを特徴とする、請求項１～２４のいずれか一項
に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後
処理の方法。
【請求項２６】
　前記複数のツールは、押圧、回転速度、前記振動の振幅、及び温度のパラメータのうち
の少なくとも１つに関して、それぞれの場合に設定することができることを特徴とする、
請求項２５に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項２７】
　前記振動運動は、研磨される前記ガラス基板の前記表面に沿った１つ又は２つの方向に
おいて行われることを特徴とする、請求項２５又は２６に記載の板ガラス基板、具体的に
はフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２８】
　ガラス製造プロセスからのガラスリボンは、連続した後処理を施されることを特徴とす
る、請求項１～２７のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリー
ンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２９】
　前記後処理中に、前記板ガラス基板は、ガラスセラミックプレートを有する支持部上に
載置されることを特徴とする、請求項１～２８のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具
体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３０】
　前記後処理中に、前記板ガラス基板は、さらなる基部に固定されているガラスセラミッ
クプレートを有する支持部上に載置されることを特徴とする、請求項２９に記載の板ガラ
ス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３１】
　前記後処理中に、前記板ガラス基板は前記支持部上の適切な位置に堅固に吸着されるこ
とを特徴とする、請求項１～３０のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラ
ットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３２】
　前記板ガラス基板は、前記支持部上に存在するチャネルに加えられる負圧によって、適
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切な位置に堅固に吸着されることを特徴とする、請求項３１に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３３】
　前記板ガラス基板は、負圧が加えられる多孔性の支持部上に堅固に吸着されることを特
徴とする、請求項３１又は３２に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの
製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３４】
　前記板ガラス基板の温度が、前記除去中に制御されることを特徴とする、請求項１～３
３のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３５】
　前記板ガラス基板の前記温度は、少なくとも前記除去領域に沿って、最大で±５℃、好
ましくは±２．５℃、特に好ましくは最大で±１．５℃に設定されることを特徴とする、
請求項１～３４のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの
製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３６】
　前記基板は、段階的な（building one on another）複数の材料除去ステップで処理さ
れることを特徴とする、請求項１～３５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的に
はフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３７】
　前記基板は、前記段階的な複数の材料除去ステップにおいて同時に処理されることを特
徴とする、請求項１～３６のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットス
クリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３８】
　前記１つ又は複数の除去ツールの速度及び／又は圧力は、具体的には前記基板の温度に
応じて制御されることを特徴とする、請求項１～３７のいずれか一項に記載の板ガラス基
板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３９】
　不純物、具体的にはスズを含有する不純物は、前記ガラス基板の前記表面から、前記材
料の除去によって除去されることを特徴とする、請求項１～３８のいずれか一項に記載の
板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方
法。
【請求項４０】
　フロートガラス基板が、前記後処理を施されることを特徴とする、請求項１～３９のい
ずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項４１】
　前記基板の表面は、前記材料の除去の後に行われる洗浄中、及び洗浄まで、湿ったまま
にされることを特徴とする、請求項１～４０のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項４２】
　連続した除去方法において、個々のガラス基板は次々に加工される、請求項１～４１の
いずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガ
ラス基板の後処理の方法。
【請求項４３】
　確率的な運動がツールの連続した運動に重ねられることを特徴とする、請求項１～４２
のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板
ガラス基板の後処理の方法。
【請求項４４】
　前記除去ツールは、アイドル時間に調整されることを特徴とする、請求項１～４３のい
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ずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項４５】
　フラットスクリーン、具体的にはＴＦＴスクリーン又はプラズマスクリーンを製造する
方法であって、前記フラットスクリーンの回路は、請求項１～４４のいずれか一項に記載
の後処理を施される板ガラス基板の複数の領域上に製造され、前記回路は後に前記板ガラ
ス基板を切断することによって互いに切り離される、フラットスクリーン、具体的にはＴ
ＦＴスクリーン又はプラズマスクリーンを製造する方法。
【請求項４６】
　板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造用の板ガラス基板の後処理用の装
置であって、請求項１～４５のいずれか一項に記載の方法を実施するために設定される、
後処理用の装置。
【請求項４７】
　少なくとも１つの除去ツールと、前記除去ツールを用いて前記基板にわたって、該基板
の全長又は全幅にわたって平行な直線の重なり合う経路を通過する運動機構とを特徴とす
る、請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記運動機構は、前記経路の幅の半分より長く該経路が重なり合うように形成されるこ
とを特徴とする、請求項４６又は４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記基板を、少なくとも１つの除去ツール、具体的には研磨ヘッドに対して平行な進行
方向に沿って動かすように、前記少なくとも１つの除去ツール、具体的には前記研磨ヘッ
ドに対して動かす前進デバイスであって、前記除去ツールは前記進行方向に対して横に、
列の形態で前記基板にわたって動かされる、前進デバイスを特徴とする、請求項４６～４
８のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５０】
　蛇行するルートに沿って前記基板にわたって前記除去ツールを動かす運動機構を特徴と
する、請求項４６～４９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５１】
　前記除去ツールに前記経路を横切る成分を有する振動運動を加えるデバイスであって、
振幅は、前記振動運動を用いずに前記基板にわたって動かされる前記除去ツールの前記経
路の幅よりも小さい、デバイスを特徴とする、請求項４６～５０のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項５２】
　少なくとも１つの軸を中心にして、具体的には、前記基板表面に平行な軸を中心にして
、自由に枢動可能に取り付けられる除去ツールを特徴とする、請求項４６～５１に記載の
装置。
【請求項５３】
　前記基板の前記エッジを前記枢動軸が通過するときに、該枢動軸を制止させるデバイス
を特徴とする、請求項５１又は５２に記載の装置。
【請求項５４】
　前記エッジを通過する間に、前記ツールの少なくとも１つの除去パラメータ、具体的に
は押圧を適合させる制御デバイスを特徴とする、請求項４６～５３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項５５】
　前記アイドル時間中に、前記除去ツールを調整するデバイスを特徴とする、請求項４６
～５４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５６】
　複数の振動研磨ツール、具体的にはオスカー式研磨機を有する研磨デバイスであって、
前記複数の振動研磨ツールは、互いに隣り合って配置され、特に互いに独立して設定する
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ことができる、研磨デバイスを特徴とする、請求項４６～５５のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項５７】
　前記複数のツールは、押圧、回転速度、前記振動の振幅及び温度のパラメータのうちの
少なくとも１つに関してそれぞれの場合に設定されることを特徴とする、請求項４６～５
６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５８】
　セラミックガラス板を有する前記板ガラス基板の支持部を特徴とする、請求項４６～５
７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５９】
　前記ガラスセラミック板は、さらなる基部上に固定されることを特徴とする、請求項５
８に記載の装置。
【請求項６０】
　前記支持部の一部は、前記板ガラス基板に堅固に吸着されることを特徴とする、請求項
４６～５９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６１】
　堅固に吸着する構造、具体的には変形可能な孔又は吸盤を有するマットを有する支持部
を特徴とする、請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　フラットスクリーンを製造するための中間製品であって、少なくとも片面において材料
の除去による後処理を施される、少なくとも３．２ｍ２の表面積、好ましくは少なくとも
３．６ｍ２の表面積を有する板ガラス基板であって、具体的には請求項１～４５のいずれ
か一項に記載の方法又は請求項４６～６１のいずれか一項に記載の装置によって製造され
得る、板ガラス基板と、該板ガラス基板上に用いられる、複数のフラットスクリーンディ
スプレイ用の回路とを備える、フラットスクリーンを製造するための中間製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には薄板ガラスを仕上げ加工することに関し、詳細には機械仕上げの
方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄板ガラスの仕上げ処理用の装置は、とりわけ、ドイツ特許第３８　３９　１５０号、
特開２００４－１６７６３４号、ドイツ特許公開第４１１　２０１号、米国特許第４，８
３３，８３２号、特開２００４－１９５６０２号及び米国特許出願公開第２００５／００
２０１９３号から既知である。ドイツ特許第３８　３９　１５０号は、クランプテーブル
上で前後に動くことができるブリッジが、複数のキャリッジのための縦方向のガイドを提
供される、板ガラスを加工する機械を記載している。キャリッジはツールキャリア及び／
又は加工物キャリアを受け入れるのに役立ち、これによって、容易に交換可能なガラス加
工モジュールが形成される。
【０００３】
　特開２００４－１６７６３４号は、加圧定盤によって、基板が研磨盤に押し付けられる
研磨装置を記載している。加圧定盤は、熱変形量を補償するように凹面に形成される。研
磨盤は、加工される基板よりも大きな直径を有する。
【０００４】
　ドイツ公開特許第４１１　２０１号は、薄板ガラスを粗研削、細研削、及び研磨する装
置を記載している。この目的のために、砥石車の複数のグループが用いられる。複数のグ
ループはそれぞれ、中間キャリアに取り付けられ、中間キャリアは、主キャリア上に設置
され、加工面に対して垂直な軸を中心に回転することができる。研磨するときに直線的な
構成になるのを避けるために、個々の砥石車の軸が各中間キャリアの軸を中心にしてらせ
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んを描いて配列される。
【０００５】
　米国特許第４，８３３，８３２号は、複数のダイヤモンド刃付砥石車を用いてガラスを
加工する、薄板ガラスを研磨する方法を記載している。ダイヤモンド刃付砥石車は、水平
なガントリに固定される。ガントリ上で、回転する砥石車に、水平に取り付けられている
ガラスの上面を縦断させることができる。ダイヤモンド刃付砥石車は、共通の高さにセッ
トされる。ガラスの層を表面から除去するように、共通の高さはガラスの表面の高さより
も若干低く、薄板ガラスを縦断するようになされる。
【０００６】
　特開２００４－１９５６０２号は、９００ｍｍ×１１００ｍｍまでのサイズを有するＬ
ＣＤディスプレイのカラーフィルタ用の薄板ガラスを研磨する方法を記載している。この
方法は、四角型の研磨プレートを用いる。研磨プレートの長さは薄板ガラスの短辺の長さ
よりも長い。基板を偏心回転させながら、研磨プレートをガラス基板の長辺方向に移動さ
せ、進行方向に対して垂直に揺動させる。
【０００７】
　米国特許出願公開第２００５／００２０１９３号から、回転ベルトを用いてガラスのエ
ッジに丸みをつけることも既知である。
【０００８】
　ＴＦＴディスプレイを製造するために、表面品質に関して非常に高い要件を満たさなけ
ればならないガラス基板が用いられる。基板に用いられる半導体層は、たとえば擦過傷又
は表面欠陥等の表面の不具合に非常に感受性が高い。ＴＦＴディスプレイの製造において
集積化を進めると共により高い生産性（スケール因子）を実現することによって製造コス
トを下げるために、さらに大きな表面積の基板も必要とされている。
【０００９】
　ＴＦＴディスプレイ用の基板を製造するために、たとえば、オーバーフローフュージョ
ン法（ダウンドロー法）が用いられる。この方法により製造されたガラスは、火造り表面
を有するが、通常、ガラスの不都合な内部応力も有する。
【００１０】
　ガラスにおける応力に関しては、フロートガラスは実際、概してよりよい結果をもたら
すと共に、溶融プロセス及び成形プロセスにより、より低いコストで生産することも可能
である。しかしながら、この例ではフロートバスの表面上の問題のある不純物（具体的に
は、表面上に残留する酸化スズ）という問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、したがって、ガラス基板を仕上げ加工する際の不都合を避けるか、又は少な
くとも緩和するという目的に基づく。この目的は、独立請求項の主題によって、驚くほど
非常に簡単な方法で既に達成されている。有利な改良及び発展は、従属請求項の主題であ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　したがって、本発明は、板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法であって、基板は少なくとも３．２ｍ２の表面積、好ましく
は少なくとも３．６ｍ２の表面積を有し、当該基板は、少なくとも片面から材料を除去す
ることによって、少なくとも３．２ｍ２の表面積、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の表
面積にわたって後処理を施される、方法を提供する。１つの好ましい改良では、少なくと
も１．７ｍ、好ましくは少なくとも１．８ｍの幅、及び、少なくとも１．９ｍ、好ましく
は少なくとも２ｍの長さを有する基板が用いられて、少なくとも片面から材料を除去する
ことによって、少なくとも１．７ｍ、好ましくは少なくとも１．８ｍの幅、及び、少なく
とも１．９ｍ、好ましくは少なくとも２メートルの長さから成る表面積にわたって後処理
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を施される。
【００１３】
　したがって、フラットスクリーンの製造のために、本発明により製造され得る中間製品
は、材料を除去することにより少なくとも片面を仕上げ加工されると共に、少なくとも３
．２ｍ２の表面積、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の表面積を有する板ガラス基板と、
板ガラス基板に用いられる複数のフラットスクリーンディスプレイ用の回路とを備える。
【００１４】
　このような大きな基板を加工するために用いられる除去ツールは、好ましくは、たとえ
ば研磨エリア等の、加工される基板と比較してずっと小さなツールエリアを有する。それ
でもなお、高品質の基板をＴＦＴ製造のために提供する場合、たとえば材料の除去により
生じる波形の発生等の不具合は、加工中に避けられなければならない。
【００１５】
　この種類の非常に大きな基板の場合に、今までのところ、必要とされる精度のための、
プラント技術も方法も、十分な品質のものは利用可能ではない。しかしながら、広い表面
積にわたって、そのような方法で材料を除去することによる後処理は、十分に迅速に且つ
費用を抑えて実施することが可能であり、それによって、たとえばアクティブマトリック
スＴＦＴディスプレイ又はプラズマスクリーン等の、フラットスクリーンの製造にフロー
トガラス基板を用いることも可能になることが見出されている。
【００１６】
　特に好ましくは、材料の除去は板ガラス基板を研磨することを含む。しかしながら、材
料除去の、研削による方法、化学的方法、又は電気化学的方法、具体的には化学研磨又は
化学機械研磨も、代替的に、又は、好ましくは付加的に用いることができる。
【００１７】
　好ましくは、用いられる板ガラス基板は、最大で１．２ｍｍ、好ましくは最大で０．８
ｍｍ、特に最大で０．７ｍｍの厚さを有する。
【００１８】
　この板ガラス基板ほど薄い基板に関して特に言えば、板ガラス基板は材料の除去中に曲
げることもできる。従来の研磨方法では、全表面積にわたって可能である限り、平坦な取
り付け部（flat mounting）が用いられる。しかしながら、除去ツールと係合している表
面エリアは、この発展に従って提供されるように基板を曲げることにより設定することが
できる。
【００１９】
　さらに、概して最大で２０マイクロメートルの厚さで、好ましくは概して最大で１５マ
イクロメートルの厚さで、特に好ましくは概して最大で１０マイクロメートルの厚さで、
後処理によって基板から材料を除去することは、適切であると既に一般的に証明されてい
る。特にＴＦＴディスプレイを製造するのに適している表面を得るために、驚くべきこと
に特に、少なくとも、０．５マイクロメートル、好ましくは１マイクロメートル、特に好
ましくは２マイクロメートルの厚さを有する材料を、後処理によって基板から除去すると
、良好な研磨結果を経済的に達成することが可能である。
【００２０】
　驚くべきことに、板ガラス基板の後処理を施す側のうねりを、１００ナノメートル未満
に、好ましくは５０ナノメートル未満に低減することが、広い表面積を有する基板の場合
に十分に低コストであることも証明されている。さらに、板ガラス基板のうねりが２００
ナノメートルまでであれば、経済的な方法で後処理を施すことができることが見出されて
いる。本発明に関する限りでは、本発明による後処理により大幅に低減することができる
うねりのようなうねりは、ＤＩＮ４７６０による２次～４次の形状偏差に帰するものであ
る。計測方法及びうねりの測定も、ＳＥＭＩ　Ｄ１５－１２９６（１９９６）スタンダー
ドにおいて指定されており、この点において、ＳＥＭＩ　Ｄ１５－１２９６標準の全内容
も、本発明の主題をなす。
【００２１】
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　うねりは、特に、波形が約０．８ミリメートル～８ミリメートルの範囲の寸法で少なく
とも１つの方向に横方向に延びるガラスのうねりを指す。この範囲のうねりの例は、視覚
的に認知可能であり、視覚印象を損なうおそれがある。したがって、うねりは、この約０
．８ミリメートル～８ミリメートルの範囲に横方向寸法を有する個々の波形の平均最大高
さを指す。
【００２２】
　本発明による後処理は、材料の除去の前又は材料の除去中に、基板の表面及び／又は体
積の分析を実行することにより発展させることもできる。また適したツールによって、具
体的には自動的に、すなわち機械制御下で、表面及び／又は体積の分析に基づいて、具体
的には記録された表面の不具合において局所的に、追加の局所的な材料の除去を実行する
ことも可能である。このようにして、たとえば、適合された研磨方法により、未処理の基
板の品質におけるばらつきを補正すること、及びそれによって不良品の数を大幅に減らす
ことが可能である。非常に有利なことに、板ガラス基板のうねりを記録して、局所的に材
料を除去することにより、うねりを少なくとも部分的に補正することも可能である。
【００２３】
　当該方法は、そのために、たとえばオーバーフローダウンドロー基板のうねりを補正す
るために用いることができる。
【００２４】
　本発明は別個の基板の処理に限定されない。むしろ、有利なことに、ガラス製造プロセ
スからのガラスリボンに連続した後処理を施すことも可能である。また、個々の板ガラス
基板のさらなる処理の場合に、或る発展によると、個々のガラス基板を連続した除去プロ
セスにおいて次々に加工することが可能となる。たとえば、ガラス基板は本発明による装
置を通って次々にほぼ絶え間なく流れ、一方で材料の除去のためのツールは、常に動作状
態にあり続ける。
【００２５】
　本発明のさらなる一実施の形態によれば、後処理中に、板ガラス基板はガラスセラミッ
クプレートを有する支持部に取り付けられる。今までのところ、花崗岩の板が一般的にこ
れに用いられている。しかしながら、花崗岩の板により、花崗岩は多孔性であり、後処理
中に水で完全に満たされるおそれがあるという問題が生じ、これは、支持表面が不都合な
範囲にまで変形することにつながりかねない。熱膨張率のために、特に不均質な温度分布
がある場合、花崗岩の板は変形するおそれもある。対照的に、ガラスセラミックは水をほ
とんど吸収しない。最も特徴的な利点は、この材料の熱膨張率が無視できる程度であるこ
とでもあり、その結果として、熱により引き起こされる変形はもはやほとんど起こらない
。したがって、本発明のこの実施の形態による支持部又は基部により、非常に変化のある
条件下においてすら、板ガラス基板を取り付けるための非常に平坦な表面が提供され得る
。さらに、この方法クレームは、基板のサイズがより小さい場合にも、有意義に用いられ
得る。このような支持部のコストを下げるために、ガラスセラミックプレートはさらなる
基部上にも固定され得る。
【００２６】
　後処理中に、支持部上での基板のズレを避けるために、支持部の一部に保持機能を与え
ることができる。特に好ましくは、この目的のために、板ガラス基板は支持部の一部の上
の適切な位置に堅固に吸着される。これを達成する特に適した方法は、堅固に吸着する構
造をマットに与えることである。このような構造は、たとえば、表面に向かって開いてい
る変形可能な孔か、又は吸盤であり得る。支持部上に存在しているチャネルに加えられる
負圧により、板ガラス基板が適切な位置に堅固に吸着されるというさらなる可能性がある
。代替的に又は付加的に、支持部は、ガスが支持部を通って流れることができるように、
多孔性であってもよい。本発明のこの発展によれば、板ガラス基板は、負圧の加えられる
多孔性の支持部上の適切な位置に堅固に吸着されることができる。
【００２７】
　機械研磨又は化学除去等の多くの除去方法は、温度に大いに依存する。したがって、板
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ガラス基板の温度が除去中に制御されることが有利である。
【００２８】
　特に板ガラス基板の温度が、少なくとも除去領域に沿って、最大で±５℃、好ましくは
±２．５℃、特に好ましくは最大で±１．５℃に設定されるときであれば、ＴＦＴディス
プレイ製造のためのガラス基板に求められる高い要件を満たすことができる。
【００２９】
　本発明の特に好ましい実施の形態は、複数の振動ツールを用いてデバイスを研磨するこ
とを用いることを想定している。振動ツールは、互いに隣り合って配置され、特に互いに
独立して設定されることができる。ツールは、各場合に、とりわけ、押圧、回転速度、振
動の振幅、及び温度のパラメータのうちの少なくとも１つに関して、それぞれ有利に設定
し得る。
【００３０】
　振動の運動は、研磨される板ガラス基板の表面に沿った１つの方向又は２つの方向にお
いて起こり得る。この場合にはオスカー式研磨機が好ましい。このようなツールの場合に
、研磨ヘッドはガラスにわたって、１つ又は２つの結合された偏心運動において動く。研
磨ツールもさらに回転し得る。
【００３１】
　たとえば、回転研磨ツールは、振り子のように又は八の字型に、円形又は楕円形の弧の
一部にわたってガラスを横切るようにすることができる。この方法では、材料の除去及び
表面品質に関するより均一なプロセスの特性を用いて、より小さなツールを用いることが
できる。これと異なり、回転のみの研磨ツールの場合、エッジ付近の領域は軸付近の領域
よりもより速く動く。惑星状の運動の場合、たとえば特開平１１－１７０１５０号又は特
開平７－１７８６５５号から既知であるように、複雑な、サイクロイド状の運動の経路に
よって、均一でない除去の特性が生じる。しかしながら、オスカー式研磨機の偏心運動を
有する小さなツールにより、回転のみの研磨ツールと比較してよりよい表面を得ることが
できることが見出されている。
【００３２】
　特に、個々の基板が直接次々に研磨されることができ、結果として、加工動作を絶え間
なく連続して行うことが果たされるような方法で、絶え間なく前進する基板の研磨を実行
することを可能にする研磨機の有利な構成を達成することは、オスカー式の動態によって
可能である。
【００３３】
　広い表面積を有する基板の場合に特に有利であるさらなる手段は、複数の研磨ツールが
材料を除去し、ツールの研磨ディスクの個々の異なった回転方向がそれぞれ、基板の表面
に沿って研磨ディスクにより及ぼされるせん断力及びトルクを補償することである。
【００３４】
　上述した装置を用いる研磨方法の特に有利なバージョンは、好ましくは振幅が小さい確
率的な運動、好ましくは無向性の運動が、ツールの連続した運動に重ねられる場合に達成
される。
【００３５】
　ＴＦＴディスプレイの製造のための板ガラス基板の製造において、基板のエッジまで、
不具合のない、薄膜トランジスタを製造することを可能にもする一貫した高い表面品質を
提供することが特に望ましい。これを達成するために、後述する本発明の改良は特に適し
ていると証明されている。
【００３６】
　特に、基板の広い表面積にわたる特に均一な除去は、対応するデバイス、すなわちこれ
らの動態を実施する運動機構を用いて、少なくとも１つの除去ツール、好ましくは研磨ヘ
ッドを、基板の全長又は全幅にわたって、平行な直線の経路で基板にわたって通過させる
ことにより達成される。経路は重なり合っている。基板は、同時に、少なくとも１つの除
去ツール、具体的には研磨ヘッドと平行に、進行方向に沿って動かすことができ、除去ツ
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ールは、運動機構によって、進行方向を横切るように列の形態で基板にわたって動かされ
る。進行方向に沿った運動は、この場合、特に相対的な運動として理解されるべきである
。そのため、一方では、基板を進行方向に沿って動かすことが可能であり、他方では、除
去ツールを進行方向に沿って動かすことも可能である。さらに、進行方向に沿った相対的
な動きを得るように、除去ツールと基板との組合わされた動きも認めることができる。加
工プロセスを迅速化するために、基板は、平行な経路で基板上を通過する複数の除去ツー
ルを用いて同時に処理することができる。ここで、基板上を同時に横切るようにされるツ
ールの経路が既に重なり合っている必要はまったくない。単一のツールの場合に類似した
方法において、経路の重なり合いは、ツールが続いて以前の経路を通過するときにも起こ
り得る。
【００３７】
　この場合、経路が、経路の長さの半分以上重なり合っていることが、均一な除去に好適
であることが証明されている。部分的に経路を横切ることで偏心運動、又は概して振動運
動を加えることにより、経路のエッジにおいて残っている除去の不均一性を補正すること
も可能である。振幅は、好ましくは小さいままであり、好ましくは経路の幅よりも小さく
、特に好ましくは経路の幅の３分の１よりも小さい。さらに振動しない除去ツールが基板
上を通過することによって生み出される幅は、本明細書では経路の幅として理解される。
【００３８】
　除去ツールの運動は、進行方向に沿って前進する運動と同時に起こり得る。しかしなが
ら、除去ツールが進行方向に対して横切るように動いている間に除去ツールに対して基板
が適切な位置に堅固に保持される場合に、断続的な運動が特に好ましい。１つ又は複数の
ツールが、基板上を通過すると、基板は進行方向に動かされ、それによって、ツールはそ
の後次の経路にわたって通過することができる。除去ツールの、進行方向を横切る運動は
、その後、進行方向に対して垂直方向に起こることが好ましい。具体的には、蛇行するル
ートに沿って基板が通過されることが特に有利である。これは、交互に覆われる、対向す
る方向における経路をツールが通過することを意味する。
【００３９】
　基板が全長又は全幅にわたって直線の経路で覆われている本発明の実施の形態は、除去
の均一性に関して、具体的にはエッジ領域において、オスカー式の構成よりも優れている
ことがわかっている。
【００４０】
　基板のエッジまでの均一な除去を達成するために、回転する除去ツールの場合に、基板
上を通過するときに、回転軸が基板のエッジを越えるまで、ツールが動かされることが特
に有利である。除去ツールがツールの直径の３／４より大きく基板のエッジを越えて動く
ことが好ましい。これは、たとえば、適したデバイスによって、ブラシをかけるか又は整
端することのような、除去ツールを調整することにアイドル時間を用いることもさらに可
能にする。本発明に関する限り、アイドル時間は一般に、除去プロセスの進行中に、加工
される基板と除去ツールの一部又は全体とが接触していない時間として理解される。した
がって、除去動作の進行中に、除去ツールが少なくともその回転軸又は中心軸と共に、好
ましくは全体的に、ガラス基板のエッジを越えて断続的に動く一方で、除去ツールにブラ
シをかけ且つ／又は整端する調整デバイスを提供することが可能である。
【００４１】
　一般的に、少なくとも１つの軸を中心にして、具体的には基板の表面と平行な軸を中心
にして、自由に枢動可能に取り付けられる除去ツールを用いることも好ましく、それによ
って、ツールが基板の表面に押し付けられるときに、押圧が除去ツールの表面積にわたっ
てよりよく分布し得る。特に好ましくは、除去ツールはこの場合に、２つの枢動軸を中心
にして傾いていることができるように、カルダン式に取り付けられる。しかしながら、こ
れは、当該ツールが枢動軸を中心にして傾きがちであるために、基板のエッジを通過する
ときに、押圧が非常に不均一になり得るという問題を引き起こす。これは、エッジに非常
に近接した領域、又はまさにエッジ上の領域においては大幅な除去が起こり、およそツー
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ルの半径だけエッジから離れている領域においてはより小規模な除去が起こるという結果
を招く。しかしながら、驚くべきことに、基板のエッジを通過するときに、適したデバイ
スによって問題の枢動軸を静止させることにより、この問題を克服できることがわかって
いる。基板のエッジが通過される場合に、通過中に、適した制御デバイスによってツール
の除去パラメータを適合することも、均一な除去を達成するのに特に有利である。具体的
には、押圧は、表面圧がほぼ一定であり続けるように適合することができる。ほぼ一定の
表面圧とは、この場合好ましくは、ツールが完全に基板上に静止している際の表面圧から
最大で２０％の偏差を有する表面圧を意味するものとして理解されるべきである。しかし
ながら、押圧の代替として又は押圧に加えて、他のパラメータも適合することができる。
たとえば、研磨ディスクの回転速度の適合も可能である。
【００４２】
　平行で重なり合う経路で基板を覆うことを含む方法は、さらなる利点も有する。特に、
その大きさに基づいてうねりに起因する波形であって、経路の方向を横切る長手方向を有
する波形は、経路に沿った長手方向を有するような波形よりも迅速に平滑化され得る。こ
れを有利に用いて、高品質ディスプレイ用のＴＦＴトランジスタの製造に適した基板の表
面により速く到達することができる。この目的のために、うねりを有する基板は後処理を
施され、経路は、好ましくは波形の長手方向の優先方向に対して少なくとも６０度の角度
で、波形の長手方向の優先方向に対して横方向にある。たとえば、フロートガラス基板の
場合の波形の長手方向の異なる優先方向は、延伸方向に見出され、フロートガラスの連続
するリボンの場合にはしたがってリボンの長手方向において見出される。
【００４３】
　特に、フロートガラス基板を用いる場合に、本発明による方法は、材料の除去により、
板ガラス基板の表面から酸化スズを除去するのに用いることもできる。
【００４４】
　ＴＦＴディスプレイの製造に適した表面を獲得するために、基板表面が材料の除去後に
行われる洗浄中又は洗浄までに、湿ったままにされることが特に有利であることもわかっ
ている。湿ったままにすることは、本明細書では、水の存在のみを指すわけではない。む
しろ、除去プロセスの種類によって、表面は他の溶液によって湿ったままにすることもで
きる。本発明の、この有利な改善は、この改善なしでは、除去が困難であり得る残滓が表
面上に堆積することを防ぐ。
【００４５】
　本発明は、平坦なスクリーン、具体的にはＴＦＴスクリーンを製造する方法も提供する
。当該方法では、上記の請求項のうちの１つによる後処理を施される板ガラス基板上の複
数の領域上にフラットスクリーンの回路が製造され、回路は後に板ガラス基板を切断する
ことにより互いに切り離される。基板の非常に広い表面積により、複数のディスプレイの
回路が基板上に同時に製造されるという点で、ディスプレイの製造方法も、コストがより
低い。
【００４６】
　さらに、本発明は板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造用の板ガラス基
板の後処理のための装置も提供する。当該装置は、方法ステップを実行するための対応す
るデバイスを用いて本発明による方法を実行するために配置される。
【００４７】
　本発明は、例示的な実施形態に基づいて且つ図面を参照して、下記により詳細に説明さ
れる。同じ要素又は類似の要素は、同じ参照符号を与えられ、異なる例示的な実施形態の
特徴を互いに組合わせることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　図１では、本発明による方法による、板ガラス基板３の後処理用の装置１の、第１の例
示的な実施形態の概略図が提示される。板ガラス基板３は、特にフラットスクリーンの製
造に適しており、１．８メートル又は少なくとも２メートルのエッジ長を有するエッジ３
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５及び３７を有する。基板３は、片面３１の少なくとも１．８メートル×２メートルの表
面積上で材料を除去することにより、本発明による後処理を施される。板ガラス基板３は
、最大で１．２ｍｍ、好ましくは最大で０．８ｍｍ、特に最大で０．７ｍｍの厚さも有す
る。さらに、板ガラス基板３は、好ましくはフロートガラス基板であり、ガラスの製造プ
ロセスに続いて連続して後処理を施される、連続したガラスリボンでもあり得る。本発明
による後処理によって、平均して最大で２０マイクロメートルの厚さ、好ましくは平均し
て最大で１５マイクロメートルの厚さ、特に好ましくは平均して最大で１０マイクロメー
トルの厚さを有する材料は、基板から除去される。良好な研磨結果の下限は、平均して、
０．５マイクロメートルの厚さ、好ましくは１マイクロメートルの厚さ、特に好ましくは
２マイクロメートルの厚さの材料の除去である。
【００４９】
　具体的には、図１に示されている材料の除去は、取り付け部２０に横並びになっている
研磨バンク（polishing bank）１９の研磨ツール９によって研磨することによって行われ
る。研磨すること以外に、材料の除去は、他の研磨方法、すなわち、化学的な材料除去又
は電気化学的な材料除去も含むことができる。特に、化学機械研磨も考慮される。擦過傷
又は微細な波形等の表面欠陥を取り除くこと以外に、フロートガラス基板の場合に、材料
除去は、とりわけ、不純物、具体的には、たとえば酸化スズ等のスズ含有不純物を表面か
ら除去する役割も果たす。
【００５０】
　研磨動作中に、基板３は進行方向１５に沿って動かされる。進行方向１５は、図１に示
されている例の場合には、基板３の長手方向エッジ３７に沿って延在している。
【００５１】
　好ましくは、研磨ツール９の複数のバンクは、進行方向１５に沿って用いられる。図１
では、単純化のために２つのバンク１９のみが提示されている。研磨ディスク１１の回転
方向はいずれの場合も、隣接している研磨ディスクの回転方向とは逆方向である。このそ
れぞれに異なっている回転方向は、表面に沿った異なった向きにあるトルクを補償する効
果を有する。そうでなければ、表面上に作用するこれらの力及びモーメントは、合成され
るおそれがあり、それによって、非常に広い表面積を有する基板は、保持するのがほぼ不
可能になるか、又は壊れてしまうおそれさえある。これを完全に防ぐために、偶数のツー
ルが有利である。
【００５２】
　複数のバンクは、複数の異なる材料除去研磨ステップ、具体的には段階的なステップを
用いて、及び特に好ましくは研磨剤を段階的に細かいものにする（finer and finer）ス
テップを用いて、面３１に、後処理を段階的に施すこともできる。
【００５３】
　複数の研磨バンクは、異なる研磨段階に同時に用いられる場合、すなわち、基板が、段
階的な複数の材料除去ステップにおいて同時に処理される場合、研磨バンクの間に好まし
くは洗浄デバイスがある。洗浄デバイスは、先行する研磨段階のそれぞれの研磨剤を除去
する。このようにして、粗すぎる研磨剤が、その後のより細かい研磨ステップの結果を損
なうのを防ぐ。
【００５４】
　板ガラス基板３の研磨は、後処理を施される面のうねりを１００マイクロメートル未満
に、好ましくは５０マイクロメートル未満に低減する効果を有する。これは、２００マイ
クロメートルまでのうねりを有する板ガラス基板の場合である。
【００５５】
　また、基部５にはチャネル７が導入され、チャネル７は基部を通って延びて板ガラス基
板のための支持表面に開いている。板ガラス基板３を基部５に吸着させる負圧は、チャネ
ルによって加えられる。
【００５６】
　図１に提示する例示的な実施形態の発展を、図２に基づいて説明する。図３に示される
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装置１の場合、材料の除去の前又は材料の除去中に表面及び／又は体積の分析を実施する
ための、並びに、材料の局所的な除去のための追加のデバイスが提供される。
【００５７】
　特に、この場合には、記録された表面欠陥において材料の局所的な除去が実施される。
本発明のこの展開については、照明源２７及びラインスキャンカメラ２９を有する光学分
析デバイスが提供される。照明源２７により照明される基板３の表面領域３９は、ライン
スキャンカメラ２９によって記録される。照明は微小角（glancing）入射によって起こる
ことが好ましい。こうして、具体的には擦過傷等の表面欠陥は、容易に識別可能である。
具体的には、ラインスキャンカメラは、複数の感光画素が基板の種々の領域から生じた光
をそれぞれ検出するように配置され、照明源又は照明デバイス２７は、複数の光源点を有
し、複数の光源点は、少なくとも２つの異なる入射方向からの光が、領域３９内の、基板
の記録される領域のそれぞれに入射するように配置される。このように、擦過傷が基板に
沿ってたどる経路とは無関係に、擦過傷を記録することが可能である。表面又は体積の光
学分析に適した装置は、特に、ドイツ特許出願（出願番号１０　２００５　００７７１５
．３－５２）に記載されている。当該出願の、この点における開示全体も、本発明の主題
とされる。
【００５８】
　基板３は、仕上げ加工中に、長手方向エッジ３７に平行な方向１５に沿って移動され、
結果として、その時に記録される表面領域の面３１全体を通過し、後処理を施される全て
の表面は、連続して記録される。記録することは、表面に擦過傷又はくぼみを検出するこ
とのみを含み得るのではない。そうではなく、表面の組成についての情報をもたらす分光
分析データも記録することができる。これは、具体的には、不純物の分光分析測定を考慮
している。これらは、たとえば、具体的には酸化スズ等のスズ含有不純物を含み得る。こ
のようなスズ含有不純物は、具体的には、フロートガラスの製造におけるスズ浴によって
生成される。さらに、板ガラス基板３のうねりは、デバイスによって記録することができ
、少なくとも部分的に、材料の局所的な除去によって補正することができる。
【００５９】
　デバイスの表面及び／又は体積の分析のデータによって、除去プロセスはそれに対応し
て制御される。この目的のために、図３に示される例の場合に、分析デバイスの下流に局
所的な材料の除去のための追加の研磨デバイス４０が配置される。このデバイス４０の研
磨ツール９は、進行方向１５に対して横に移動し、位置付けられることができる。その後
、光学分析デバイスのデータを用いて、より多くの材料を除去することが有利である場所
に研磨ツール９を位置付ける。たとえば、擦過傷又は波形が、そうして局所的に研磨され
て除去され得る。したがって、研磨デバイス４０で局所的に研磨することにより、場所に
よって不定である酸化スズの不純物を補正し、その後、研磨バンク１９を用いて、ほぼ均
一な材料の除去を実施することもできる。
【００６０】
　本発明のこの実施形態の一変形によると、場所によって不定である材料の除去を達成す
るように研磨バンク１９のツール９もまた、代替的に又は付加的に対応して起動される。
たとえば、研磨ディスク１１の押圧又は速度を、変化させることができる。
【００６１】
　本発明の別の展開によれば、温度記録デバイス２６が提供される。温度記録デバイス２
６により、板ガラス基板３の温度が測定される。板ガラス基板３を加熱するための下流の
ラジエータ２８又は何らかの他のデバイスにより、板ガラス基板の温度は、少なくとも除
去領域に沿って、最大で±５℃、好ましくは最大で±２．５℃、特に好ましくは最大で±
１．５℃に設定して、安定させることができる。
【００６２】
　図３において、板ガラス基板３を研磨するためのさらなる構成が提示される。図１及び
図２の構成の場合とは異なり、ここでは、基板３は支持部上に水平に載置されておらず、
むしろ、材料の除去中曲げられている。
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【００６３】
　この目的のために、基板３はローラ４２、４４にわたって導かれ、ローラ４２は研磨バ
ンク１９の研磨ディスク１１に対向して配置されており、研磨ツール９によって及ぼされ
る圧力に対する橋台（abutment）として役立つ。ローラ４２、４４のオフセットは、板ガ
ラス基板３が、研磨ツール９に向かって湾曲するように曲げられる効果を有する。
【００６４】
　図４に提示される構成は、連続したガラス製造プロセスからの、ガラスリボンの連続し
た後処理に特に適している。たとえば、このような構成は、フロートガラスタンク又はオ
ーバーフローダウンドロー装置の下流に配置することができ、ガラスリボンは、分断され
る前に、後処理を既に施されている。
【００６５】
　図４は、フラットスクリーン、具体的にはＴＦＴスクリーンの製造の中間製造段階にお
ける基板を示している。ＴＦＴスクリーンを製造するために、本発明による後処理を施さ
れていると共に少なくとも１．８ｍ×２ｍのサイズを有する板ガラス基板上の複数の領域
上に、フラットスクリーンの回路６０、６１、６２が製造される。図４に提示される例の
場合に、回路６０、６１、６２は種々のサイズを有する。たとえば、フラットスクリーン
、たとえばコンピュータモニタ、テレビモニタ、及び携帯電話用のフラットスクリーン用
の種々のタイプの回路であれば、基板３上で同時にこのようにして製造することができる
。回路６０、６１、６２を製造することは、当業者に既知のフォトリソグラフィプロセス
によって行われる。その後、板ガラス基板を切断することによって、回路は互いに切り離
される。具体的には、分離はまた液晶ディスプレイの製造の場合に、液晶の封入のための
さらなる基板の適用の後でのみ行われる。このようにして、完成したフラットスクリーン
は、分離の前に製造される。
【００６６】
　図５は、本発明による装置のさらに別の例を平面図で示す。この例示的な実施形態の場
合に、板ガラス基板３は、互いに隣り合って配置される、特に、互いに独立して設定する
ことができる複数の振動ツールで研磨される。振動運動は、この場合、研磨される板ガラ
ス基板３の表面に沿った１つ又は２つの方向で行われる。
【００６７】
　進行方向１５に対して横に互いに隣り合って配置される複数の研磨ツール９も、この装
置の場合に用いられる。図５では、４つのこのようなツールヘッド９が例として提示され
ている。
【００６８】
　しかしながら、図１、図２、及び図３に例として示されている回転ツールとは異なり、
オスカー式ツールは図５に示されている例の場合に用いられる。これらは同様に、それぞ
れが研磨ディスク１１を備え、研磨ディスク１１は、回転することができるが、回転しな
ければいけないわけではなく、この例では、９０度ずれて動作する２つの偏心輪１３によ
って、環状経路１４に沿って基板３の表面上を横切るようにされる。
【００６９】
　具体的には、複数のオスカー式ツールも、均一な研磨を向上させるように個別に設定す
ることができる。たとえば、複数のツールはこの場合に、とりわけ、押圧、回転速度、振
動の振幅、及び温度のパラメータのうちの少なくとも１つに関してそれぞれの場合に設定
することができるのが有利である。有利には、偏心輪の位相、偏向、及び速度、並びに進
行方向１５を横切る方向におけるそれぞれのツールの位置のみならず、スラリの適用も、
これらを設定することができるように開発されることも可能である。たとえば、偏心輪の
偏向及びツールの位置の設定は、個々の研磨ツール９によってそれぞれが後処理を施され
る表面領域の重なりを設定することができるという効果を有する。さらに、環状経路１４
の形態は、偏心輪の位相及び速度によって設定することができる。したがって、提示され
る円運動と異なり、特に、楕円の形状の、又は８の字の運動も可能である。圧力又は温度
を制御することによって、ツールを個別に研削結果に適合させることができる。ツールが
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、研磨パラメータに関して互いに結合される必要がないために、設定を個別に実施するこ
とができるということは、設置をさらに大きな基板に拡大することを容易にする。
【００７０】
　図６は、図１及び図２の例示的な実施形態に用いることもできる代替形態として、板ガ
ラス基板の支持部の一実施形態を示す。支持部は、エラストマーマット７２が配置される
ガラスセラミック板７０を備える。
【００７１】
　エラストマーマットは、支持部上に置かれる基板３の面３２の擦過傷を避けるのに役立
つだけではなく、基板３に堅固に吸着する支持部の一部を形成する。この目的のために、
マット７２は、孔７４も有する。孔７４は、マットの表面に向かって開いており、逆の面
では閉じている。マットのエラストマー材料は、孔が変形可能であり、結果として、当該
孔の上に置かれる板ガラス基板３の面３２に、吸盤のように堅固に吸着することができる
という効果を有する。このようにして、基板に沿った後処理の結果として基板上に作用す
る力が、支持部によりよく分散されることができる。ガラスセラミック板は、安定且つ耐
水性の基部も表し、この基部はまた特に、温度の変動に感受性が低い。
【００７２】
　図６に示す例の場合に、ガラスセラミック板７０はまた、異なる材料から成るさらなる
基部７１に固定される。これは、そうでなければ寸法安定性のために必要とされるガラス
セラミックプレート７０の厚さ、及び結果として支持部の製造コストをこのような方法で
低減することができるため、有利である。
【００７３】
　図７は、ＴＦＴディスプレイ用の基板として板ガラスを研磨するための、さらなる、特
に好ましい構成を示す。この構成の場合に、回転研磨ディスク１１の形態の除去ツールが
、全幅にわたって進行方向１５の方向に直交する、平行な直線の経路で基板３上を通過す
る。経路５２は、図７において、斜線領域として表される。この場合に、蛇行するルート
５０に沿って、研磨ディスク１１は、基板３にわたって動く。これを達成するために、研
磨ディスク１１は、基板３を断続的に通過し、その後、基板は、進行方向１５に沿ってさ
らに動かされる。研磨ディスク１１は、蛇行するルート５０のその後の位置において、点
線で表されている。
【００７４】
　図７からわかるように、研磨ディスクの運動は、経路５２が重なり合うように実施され
る。この重なりは、具体的には、研磨ツールがそれぞれの表面領域を繰り返し通過するよ
うなことである。これを達成するために、経路５２は、少なくともその幅の半分が重なり
合う。
【００７５】
　また、図７からわかるように、研磨ディスクは基板３のエッジ３７を越えて動かされ、
研磨ディスクの回転軸までもエッジ３７を越えて動かされる。このことにより、エッジに
おいても均一な除去が達成されるという効果が達成される。エッジが通過されるときに、
エッジ領域において均一な除去が達成されるように、研磨ディスクの押圧も対応して適合
される。押圧は、具体的には、研磨ディスクの表面圧がほぼ一定のままであるように適合
される。これを達成するために、瞬間的な圧力と、ディスク１１が完全に面接触している
ときに、基板のエッジの他の面に及ぼされるような圧力との比が、研磨ディスクの除去さ
れる面積全体にその瞬間に接触している基板の面積比にほぼ対応するように、押圧、たと
えば研磨ディスク上に及ぼされる押圧は、通過する間に低減される。
【００７６】
　図８は、図７に示す構成の展開を示す。図８に示す例の場合に、複数の研磨ディスク１
１は、進行方向に直交する経路５２において基板３にわたって平行に動かされる。ここで
もまた、経路５２の重なりは、除去ツールの研磨ディスク１１が繰り返し通過することに
よって達成される。他方で、様々な研磨ヘッドによって平行に、又は同時に生じる経路は
、面３７に沿った研磨ディスク９の間隔のために重なり合わない。しかしながら、経路５
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２の長手方向に対して１つのヘッドが他のヘッドの背後に傾いてあるように配置される研
磨ヘッドが用いられるような構成も可能である。このような構成の場合に、研磨ディスク
は基板３のエッジを完全に越えて動かされる。
【００７７】
　図７及び図８に基づいて説明された方法において、処理アイドル時間をよりよく利用す
るために、調整デバイス５３を提供することができる。調整デバイス５３は、基板３に隣
接して配置される。この調整デバイス５３は、基板３のエッジを越えて動かされる、除去
ツールの研磨ディスク１１の領域を調整する。具体的には、このような調整は、研磨ディ
スク１１が完全に基板３のエッジを越えて動かされ、結果として、もはや基板３と一切接
触していないときに容易な方法で行うことができる。
【００７８】
　図９及び図１０において、基板上の材料の除去のシミュレーションが、２つの異なる除
去の方法について示されている。図９は、２つのオスカー式研磨ヘッドを備える構成を用
いる除去のシミュレーションを示す。図１０は、図７及び図８に例として提示したような
配置による除去のシミュレーションである。提示されているエリアの明度が低いほど、材
料の除去が多く行われている。明度は、それぞれ１０％から最高の除去が達成された１０
０％までの値を取る。図９からわかるように、たとえば図５に基づいて記述した研磨ヘッ
ドのオスカー式の運動機構では、完全に均一な除去は達成されていない。
【００７９】
　対照的に、図７又は図８に基づいて記述されているような構成、及び１つ又は複数の研
磨ヘッドが平行な重なり合う経路において基板を通過するような構成の場合におけるシミ
ュレーションは、ずっと均一な除去を示し、これは、エリアの色付けがほぼ均一であるこ
とからわかる。ごくわずかに不均一な部分が、経路のエッジに残っている。これらは、図
９において、縦方向に走るわずかに明るい色の細い線５４からわかる。これらの不均一さ
も除去するために、本発明の展開によれば、経路の方向に垂直な成分を有する追加の振動
が、１つ又は複数の研磨ヘッド９の直線的な運動に加えられる。細い線５４は、比較的非
常に細いので、経路の幅、又は研磨ディスクの直径の幅の３分の１よりも小さい振幅、好
ましくは、さらに研磨ディスクの直径又は経路の幅の４分の１よりも小さい振幅のような
振幅を有する振動で十分である。
【００８０】
　研磨ディスクの除去される面積にわたって均一に分散される押圧を達成するために、除
去ツール、すなわち、具体的には、研磨ディスクは、カルダン式に吊り下げられて、互い
に垂直であると共に基板の表面に対して平行である２つの軸を中心にして自由に枢動する
ことができる一方、ガラスの表面エリアと完全に面接触して動作し且つ／又はツールの回
転軸が基板表面にわたって存在することが有利である。
【００８１】
　しかしながら、基板３のエッジが通過されるとき、研磨ディスクが傾き、押圧が不均一
に分散されるという問題、具体的には、エッジにおいてはより高い押圧が直接加えられ、
エッジから離れたところではより低い圧力が加えられるか、接触が離れてしまうことさえ
あるという問題が発生する。この状況は、図１１において提示されている。最後の場合、
研磨ヘッド９の回転軸５５が、支持部５８上に載置されている基板３のエッジを越えて動
くときに、この例ではカルダン式吊り下げによる枢動軸５６を中心にして枢動可能に取り
付けられている研磨ヘッドが、まず全押圧が基板３のエッジにほぼ集中され、研磨ディス
ク１１がもはや他の領域と接触しないように、この軸５６を中心に傾き始める。しかしな
がら、均一な除去を基板のエッジまで可能にするために、１つの発展によれば、研磨ヘッ
ド９の傾きが起こる前に、基板のエッジが通過されるときに枢動軸を制止することが可能
となる。さらに内部にある領域においては、カルダン式吊り下げの利点を利用するために
、この制止は解除される。基板の角が通過される場合、両方の枢動軸を制止することも可
能である。
【００８２】
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　当業者には、本発明は一例として上述された実施形態に限定されるものではなく、むし
ろ多様な方法において変更可能であることが明らかであろう。特に、個々の例示的な実施
形態の特徴は、互いに組合わせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明による方法を実行する装置の概略図である。
【図２】図１に示す例の展開を示す図である。
【図３】板ガラス基板を研磨するための構成を示す図である。
【図４】ＴＦＴディスプレイの製造のための半導体回路でコーティングされた基板を示す
図である。
【図５】複数のオスカー式研磨機を有する、本発明による装置のさらなる例示的な実施形
態の概略平面図である。
【図６】板ガラス基板の支持部の一実施形態を示す図である。
【図７】板ガラスを研磨するためのさらなる構成を示す図である。
【図８】複数の研磨ヘッドを有する、図７に示す構成の展開を示す図である。
【図９】研磨ヘッドのオスカー式の構成による除去のシミュレーションを示す図である。
【図１０】図７及び図８に示す構成による除去のシミュレーションを示す図である。
【図１１】基板のエッジを通過するときの、研磨ヘッドの傾きを示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１　ガラス基板の後処理用の装置
　３　板ガラス基板
　５　３の支持部
　７　チャネル
　９　研磨ツール
　１１　研磨ディスク
　１３　偏心輪
　１４　９の経路
　１５　３の進行方向
　１７　９の進行方向
　１９　研磨バンク
　２０　９の取り付け部
　２６　温度記録デバイス
　２７　照明源
　２８　ラジエータ
　２９　ラインスキャンカメラ
　３１、３２　３の面
　３５、３７　３のエッジ
　４０　材料の局所的な除去のための研磨デバイス
　４２、４４　ローラ
　５０　３にわたる、９の蛇行するルート
　５２　研磨経路
　５４　細い線
　５５　回転軸
　５６　枢動軸
　６０、６１、６２　ＴＦＴディスプレイ用の半導体回路
　７０　セラミック支持部
　７１　基部
　７２　マット
　７４　孔
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成19年7月4日(2007.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも３．２ｍ２、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の表面積、少なくとも１．７
ｍ、好ましくは少なくとも１．８ｍの幅、及び、少なくとも１．９ｍ、好ましくは少なく
とも２メートルの長さを有する、板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造の
ための板ガラス基板の後処理の方法であって、
　該基板は、研磨によって少なくとも片面から材料を除去することによって、少なくとも
３．２ｍ２、好ましくは少なくとも３．６ｍ２の表面積、少なくとも１．７ｍ、好ましく
は少なくとも１．８ｍの幅、並びに、少なくとも１．９ｍ、好ましくは少なくとも２メー
トルの長さにわたって後処理を施され、
　最大で２００ナノメートルのうねりを有する板ガラス基板が該後処理により、平均して
最大で２０マイクロメートルの厚さを有する材料が該基板から除去され、該板ガラス基板
の該うねりは、１００ナノメートル未満に、好ましくは５０ナノメートル未満に低減され
る、
　ことを特徴とする、板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガ
ラス基板の後処理の方法。
【請求項２】
　前記材料の除去は、研削による材料の除去、化学的な材料の除去、又は電気化学的な材
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料の除去、具体的には、化学機械的研磨を含むことを特徴とする、請求項１に記載の板ガ
ラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つの除去ツールは、前記基板の全長又は全幅にわたって、平行な直線の経
路によって該基板を通過し、前記経路は重なり合うことを特徴とする、請求項１または２
に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後
処理の方法。
【請求項４】
　前記経路は、該経路の幅の半分より多い分だけ重なり合うことを特徴とする、請求項１
～３のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のため
の板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項５】
　前記基板は、平行な経路で該基板を通過する複数の除去ツールを用いて同時に処理され
ることを特徴とする、請求項３又は４に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリ
ーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項６】
　前記除去ツールは、蛇行するルートに沿って前記基板にわたって動かされることを特徴
とする、請求項３～５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリ
ーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項７】
　前記経路を横切る成分を有する振動運動が前記除去ツールに加えられ、振幅は、前記振
動運動を用いずに前記基板にわたって動かされる前記除去ツールの前記経路の幅よりも小
さく、特に好ましくは、前記経路の幅の３分の１よりも小さいままであることを特徴とす
る、請求項５又は６に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のため
の板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項８】
　前記基板は、少なくとも１つの除去ツール、具体的には研磨ヘッドと平行に、進行方向
に沿って動かされ、前記除去ツールは、該基板にわたって、列の形態で前記進行方向に対
して横に動かされることを特徴とする、請求項５～７のいずれか一項に記載の板ガラス基
板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項９】
　前記除去ツールは回転すると共に、前記基板を通過するときに、少なくとも回転軸が該
基板のエッジを越えるまで動かされることを特徴とする、請求項３～８のいずれか一項に
記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処
理の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの軸を中心にして、具体的には前記基板の表面に平行な軸を中心にして
自由に枢動可能に取り付けられる除去ツールが用いられることを特徴とする、請求項３～
９のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの枢動軸は、前記基板の前記エッジを通過するときに制止されるこ
とを特徴とする請求項９又は１１に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーン
の製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１２】
　前記ツールの少なくとも１つのパラメータ、具体的には押圧は、前記エッジを通過中に
制御デバイスによって適合されることを特徴とする、請求項９～１１のいずれか一項に記
載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理
の方法。
【請求項１３】
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　うねりを有する基板は、前記後処理を施され、前記経路は、波形の長手方向の優先方向
に対して、好ましくは波形の長手方向の優先方向に対して少なくとも６０度の角度で横切
って延在することを特徴とする、請求項３～１２のいずれか一項に記載の板ガラス基板、
具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１４】
　最大で１．２ｍｍ、好ましくは最大で０．８ｍｍ、特に最大で０．７ｍｍの厚さを有す
る板ガラス基板が、前記後処理を施されることを特徴とする、請求項１～１３のいずれか
一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板
の後処理の方法。
【請求項１５】
　少なくとも、０．５マイクロメートル、好ましくは１マイクロメートル、特に好ましく
は２マイクロメートルの厚さを有する材料が、前記後処理によって前記基板から除去され
ることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的には
フラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１６】
　前記板ガラス基板は、前記材料の除去中に曲げられることを特徴とする、請求項１～１
５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１７】
　前記基板の表面及び／又は体積の分析は、前記材料の除去の前又は該材料の除去中に実
施されることを特徴とする、請求項１～１６のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１８】
　前記材料のさらなる局所的な除去は、前記表面及び／又は体積の分析に基づいて、具体
的には記録される表面の不具合において局所的に実施されることを特徴とする、請求項１
～１７のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のた
めの板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項１９】
　前記ガラス基板のうねりが記録されると共に、少なくとも部分的に、前記局所的な材料
の除去によって補正されることを特徴とする、請求項１８に記載の板ガラス基板、具体的
にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２０】
　前記板ガラス基板は、互いに隣接して配置され、特に、互いに独立して設定することが
できる複数の振動ツールで研磨されることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか一項
に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後
処理の方法。
【請求項２１】
　前記複数のツールは、押圧、回転速度、前記振動の振幅、及び温度のパラメータのうち
の少なくとも１つに関して、それぞれの場合に設定することができることを特徴とする、
請求項２０に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項２２】
　前記振動運動は、研磨される前記ガラス基板の前記表面に沿った１つ又は２つの方向に
おいて行われることを特徴とする、請求項２０又は２１に記載の板ガラス基板、具体的に
はフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２３】
　ガラス製造プロセスからのガラスリボンは、連続した後処理を施されることを特徴とす
る、請求項１～２２のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリー
ンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２４】
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　前記後処理中に、前記板ガラス基板は、ガラスセラミックプレートを有する支持部上に
載置されることを特徴とする、請求項１～２３のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具
体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２５】
　前記後処理中に、前記板ガラス基板は、さらなる基部に固定されているガラスセラミッ
クプレートを有する支持部上に載置されることを特徴とする、請求項２４に記載の板ガラ
ス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２６】
　前記後処理中に、前記板ガラス基板は前記支持部上の適切な位置に堅固に吸着されるこ
とを特徴とする、請求項１～２５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラ
ットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２７】
　前記板ガラス基板は、前記支持部上に存在するチャネルに加えられる負圧によって、適
切な位置に堅固に吸着されることを特徴とする、請求項２６に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２８】
　前記板ガラス基板は、負圧が加えられる多孔性の支持部上に堅固に吸着されることを特
徴とする、請求項２６又は２７に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの
製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項２９】
　前記板ガラス基板の温度が、前記除去中に制御されることを特徴とする、請求項１～２
８のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための
板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３０】
　前記板ガラス基板の前記温度は、少なくとも前記除去領域に沿って、最大で±５℃、好
ましくは±２．５℃、特に好ましくは最大で±１．５℃に設定されることを特徴とする、
請求項１～２９のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの
製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３１】
　前記基板は、段階的な（building one on another）複数の材料除去ステップで処理さ
れることを特徴とする、請求項１～３０のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的に
はフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３２】
　前記基板は、前記段階的な複数の材料除去ステップにおいて同時に処理されることを特
徴とする、請求項１～３１のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットス
クリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３３】
　前記１つ又は複数の除去ツールの速度及び／又は圧力は、具体的には前記基板の温度に
応じて制御されることを特徴とする、請求項１～３２のいずれか一項に記載の板ガラス基
板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３４】
　不純物、具体的にはスズを含有する不純物は、前記ガラス基板の前記表面から、前記材
料の除去によって除去されることを特徴とする、請求項１～３３のいずれか一項に記載の
板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方
法。
【請求項３５】
　フロートガラス基板が、前記後処理を施されることを特徴とする、請求項１～３４のい
ずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項３６】
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　前記基板の表面は、前記材料の除去の後に行われる洗浄中、及び洗浄まで、湿ったまま
にされることを特徴とする、請求項１～３５のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体
的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３７】
　連続した除去方法において、個々のガラス基板は次々に加工される、請求項１～３６の
いずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガ
ラス基板の後処理の方法。
【請求項３８】
　確率的な運動がツールの連続した運動に重ねられることを特徴とする、請求項１～３７
のいずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板
ガラス基板の後処理の方法。
【請求項３９】
　前記除去ツールは、アイドル時間に調整されることを特徴とする、請求項１～３８のい
ずれか一項に記載の板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造のための板ガラ
ス基板の後処理の方法。
【請求項４０】
　板ガラス基板、具体的にはフラットスクリーンの製造用の板ガラス基板の後処理用の装
置、特に、請求項１～３９のいずれか一項に記載の方法を実施するために設定され、複数
の除去ツールと、該基板の全長又は全幅にわたって平行な直線の重なり合う経路で該基板
に渡って該複数の除去ツールを同時に移動させる運動機構と、を特徴とする後処理用の装
置。
【請求項４１】
　前記運動機構は、前記経路の幅の半分より長く該経路が重なり合うように形成されるこ
とを特徴とする、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記基板を、少なくとも１つの除去ツール、具体的には研磨ヘッドに対して平行な進行
方向に沿って動かすように、前記少なくとも１つの除去ツール、具体的には前記研磨ヘッ
ドに対して動かす前進デバイスであって、前記除去ツールは前記進行方向に対して横に、
列の形態で前記基板にわたって動かされる、前進デバイスを特徴とする、請求項４０又は
４１に記載の装置。
【請求項４３】
　蛇行するルートに沿って前記基板にわたって前記除去ツールを動かす運動機構を特徴と
する、請求項４０～４２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４４】
　前記除去ツールに前記経路を横切る成分を有する振動運動を加えるデバイスであって、
振幅は、前記振動運動を用いずに前記基板にわたって動かされる前記除去ツールの前記経
路の幅よりも小さい、デバイスを特徴とする、請求項４０～４３のいずれか一項に記載の
装置。
【請求項４５】
　少なくとも１つの軸を中心にして、具体的には、前記基板表面に平行な軸を中心にして
、自由に枢動可能に取り付けられる除去ツールを特徴とする、請求項４０～４４に記載の
装置。
【請求項４６】
　前記基板の前記エッジを前記枢動軸が通過するときに、該枢動軸を制止させるデバイス
を特徴とする、請求項４４又は４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記エッジを通過する間に、前記ツールの少なくとも１つの除去パラメータ、具体的に
は押圧を適合させる制御デバイスを特徴とする、請求項４０～４６のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項４８】
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　前記アイドル時間中に、前記除去ツールを調整するデバイスを特徴とする、請求項４０
～４７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４９】
　複数の振動研磨ツール、具体的にはオスカー式研磨機を有する研磨デバイスであって、
前記複数の振動研磨ツールは、互いに隣り合って配置され、特に互いに独立して設定する
ことができる、研磨デバイスを特徴とする、請求項４０～４８のいずれか一項に記載の装
置。
【請求項５０】
　前記複数のツールは、押圧、回転速度、前記振動の振幅及び温度のパラメータのうちの
少なくとも１つに関してそれぞれの場合に設定されることを特徴とする、請求項４０～４
９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５１】
　セラミックガラス板を有する前記板ガラス基板の支持部を特徴とする、請求項４０～５
０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５２】
　前記ガラスセラミック板は、さらなる基部上に固定されることを特徴とする、請求項５
１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記支持部の一部は、前記板ガラス基板に堅固に吸着されることを特徴とする、請求項
４０～５２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５４】
　堅固に吸着する構造、具体的には変形可能な孔又は吸盤を有するマットを有する支持部
を特徴とする、請求項５３に記載の装置。
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